
自動車保有関係手続のワンストップサービスの利便性向上について（事務局提出資料）

論点①：「自動車保有関係手続のDX」のフォローアップ

規制改革実施計画（令和７年６月１３日閣議決定）の「自動車保有関係手続のＤＸ」について、現在の取組状況及
び今後の見通し如何。
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論点②：自動車OSSの利便性について

ア 自動車OSSについては、国民から、次のように非常に使い勝手が悪いとの声が挙がっている。これらの声に対す
る事実関係と、所管省庁の見解を問う。
・自動車OSSを利用するために専用のアドオンをインストールしなければならない
・申請の添付書類（契約書の写しや車両保管場所の見取図）のデータをアップロードしようとすると、PDFが非対応
でJPEGに変換する必要があり、容量も100KBが上限となっている

・申請が実際は却下されているのに、システム上では「未受付」と表示されている
・手数料をクレジットカードによって支払う場合、事前登録をしておく必要があるが、その案内がされていない
・手続をオンラインで行っても、添付書類の提出のためには運輸局へ出頭する必要がある
・申請内容に誤りがあるとして修正の指示をされたにもかかわらず、システム上で修正することができない
・申請後、システム上で自分が申請した内容を見ることができない

イ アの課題に対応するとして、どうしてそのような仕様としたのか、また、なぜ利便性に課題のあるシステムと
なったのかについて、その原因究明が必要になると考えられるが、システム所管省庁の考え如何。

ウ アに挙げられた課題について、所管省庁としての今後の取組の予定（いつまでに何をするのか）を問う。
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